
第ニ期中期目標期間の業務実績評価実施要領の主な修正点について 

2月 7日提出案 本日提出案 修正理由 

（2）法人による自己評価 

イ 目標別評価 

〔略〕 

Ａ：取組内容が特に優れており、めざましい成果を挙げている。 

Ｂ：順調に取組が進んでおり、一定の成果を挙げているが、なお継

続的な取組が必要である。 

Ｃ：取組が進んでいるが、十分な成果を挙げておらず、取組内容を

改善し更なる努力が必要である。 

Ｄ：取組内容、成果とも十分とはいえず、取組内容の是正措置を講

じ、一層の取組を進める必要がある。 

Ｅ：時代状況の変化等中期目標を達成できないことにやむを得ない

事由が認められる。 

（2）法人による自己評価 

イ 目標別評価 

〔略〕 

Ａ：目標を達成した。 

Ｂ：目標を概ね達成した（８割以上～10割未満）。 

 

Ｃ：目標を達成した項目はあるものの、全体として未達

成である（６割以上～８割未満）。 

Ｄ：目標を未達成である（６割未満）。 

 

（Ｅ 削除） 

 

Ａ～Ｅの基準について、暫定

評価時ベースとなっていたこ

とから、「期間終了後」の評価

基準に相応しい基準、達成割

合別の基準に修正 

（3）評価委員会による評価 

イ 目標別評価 

〔略〕 

Ａ：取組内容が特に優れており、めざましい成果を挙げている。 

Ｂ：順調に取組が進んでおり、一定の成果を挙げているが、なお継

続的な取組が必要である。 

Ｃ：取組が進んでいるが、十分な成果を挙げておらず、取組内容を

改善し更なる努力が必要である。 

Ｄ：取組内容、成果とも十分とはいえず、取組内容の是正措置を講

じ、一層の取組を進める必要がある。 

Ｅ：時代状況の変化等中期目標を達成できないことにやむを得ない

事由が認められる。 

（3）評価委員会による評価 

イ 目標別評価 

〔略〕 

Ａ：目標を達成した。 

 

Ｂ：目標を概ね達成した（８割以上～10割未満）。 

 

Ｃ：目標を達成した項目はあるものの、全体として未達

成である（６割以上～８割未満）。 

Ｄ：目標を未達成である（６割未満）。 

 

（Ｅ 削除） 

 

同上 
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